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平素より、免許状更新講習の開設に御理解と御協力を賜り、ありがとうございます。 

免許状更新講習の円滑な実施のため、免許状更新講習開設者（以下「各開設者」と

いう。）におかれましては、以下について御協力いただきますよう、よろしくお願い

いたします。 

 

１．免許状更新講習を修了した受講者への手続の周知について（別紙参照）［参考：

別添１－１、１－２］ 

平成２１年４月から教員免許更新制が導入されているところですが、同年３月３

１日以前に授与された普通免許状又は特別免許状（以下「旧免許状」という。）を

所持する者については、所持する旧免許状に有効期間は定められないものの、この

うち現職教員については、修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了したこ

とについて免許管理者である都道府県教育委員会による確認（以下「更新講習修了

確認」という。）を受けることが義務付けられています。 

また、平成２１年４月１日以降に普通免許状又は特別免許状（以下「新免許状」

という。）を授与された者は、所持する新免許状に有効期間が定められているため、

免許状に記載されている有効期間の満了の日までに、免許状更新講習の課程を修了

し、有効期間の更新を行わない場合、新免許状は効力を失うこととされています。 

更新講習修了確認を受ける又は有効期間を更新するためには、免許状更新講習の

課程を修了した後、修了確認期限又は有効期間の満了の日の２か月前までに、各自

で免許管理者に対して申請をすることが必要です。 

このため、各開設者におかれては、免許状更新講習の課程の修了又は免許状更新

講習の課程の一部の履修に関する証明書（以下「免許状更新講習修了（履修）証明

書」という。）を発行する際、受講者に対して、別途、各自において免許管理者に

対し更新講習修了確認又は有効期間更新の申請が必要である旨を周知いただきます

ようお願いいたします。 

別添７ 



 
また、教員免許状所持者から問合せがあった等の際にも、可能な限り同趣旨の注

意喚起を行っていただきますようお願いいたします。 

文部科学省としても、引き続き免許管理者やホームページ等を通じ、制度や必要

な手続について、周知・徹底を図ってまいります。 

 

２．栄養教諭を対象とした講習の開設について［参考：別添２－１、２－２］ 

旧免許状を所持する者は、「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正

する法律（平成１９年法律第９８号）」（以下「改正法」という。）附則第２条第

３項第１号及び「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成２０年文部

科学省令第９号）」（以下「改正省令」という。）附則第５条第１項において、生

年月日によって最初の修了確認期限が設定されていますが、平成２１年３月３１日

までに授与された栄養教諭免許状を持つ者（栄養教諭の職にない方も含む。）は、

栄養教諭免許状の授与日によって最初の修了確認期限が設定されています（改正省

令附則第５条第２項）。 

特に、本年度は、平成１８年４月１日～平成２０年３月３１日の間に栄養教諭免

許状を授与された者が、免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受ける期間

に該当しています。 

各開設者におかれては、栄養教諭を対象とする講習の開設について御検討いただ

き、受講機会の確保に御配慮いただきますようお願いいたします。 

 

３．選択必修領域を含む免許状更新講習の開設について［参考：別添３］ 

平成２６年１０月２日付け２６初教職第１５号「免許状更新講習における選択必

修領域の導入について（通知）」において、平成２８年４月から選択必修領域が導

入されることを踏まえ、円滑な免許状更新講習の開設について引き続き御協力をお

願いしているところです。また、平成２８年３月３１日付け２７文科初第１７３７

号「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令の公布について（通知）」に

おいて、選択必修領域の事項の追加についてお知らせしたところです。 

平成２８年度の選択必修領域講習については、必修領域講習と同程度以上の受入

予定人数が確保されていますが、各開設者におかれては、引き続き、都道府県教育

委員会等と情報交換を行いつつ、各地域で各領域について適切な規模の免許状更新

講習が確保されるよう、御検討いただきますようお願いいたします。 

 

４．認可保育所の保育士に対する免許状更新講習の受講資格の拡大について 

平成２５年８月８日付け２５文科初第５９２号「教育職員免許法施行規則の一部

を改正する省令等の公布及び施行について（通知）」において連絡しましたとおり、

「免許状更新講習規則の一部を改正する省令（平成２５年文部科学省令第２３号）

が平成２５年８月８日に公布・施行され、認可保育所が、今後幼保連携型認定こど

も園に移行する可能性があることから、認可保育所で保育士として勤務する者であ

って幼稚園教諭免許状を所持する者も、免許状更新講習を受講できるよう受講資格



 
が拡大されました。 

ついては、これらの者から更新講習受講申込みがあった場合には、適切に御対応

いただきますようお願いいたします。 

 

５．幼稚園教諭を対象とした講習の開設について［参考：別添４－１、４－２］ 

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一

部を改正する法律（平成２４年法律第６６号。平成２７年４月１日施行。以下「改

正認定こども園法」という。）」において、学校及び児童福祉施設としての法的位

置付けを持つ単一の施設として、新たに「幼保連携型認定こども園」が創設されま

した。 

幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育をつかさどる保育教諭（主

幹保育教諭、指導保育教諭を含む。以下同じ。）については、幼稚園教諭の普通免

許状を有し、かつ、保育士資格の登録を行った者でなければならないとされている

ため、今後、幼保連携型認定こども園の増加に伴い、幼稚園教諭免許状を所持する

者の免許状更新講習の受講が増加することが見込まれます。 

各開設者におかれては、幼稚園教諭を対象とする講習の開設について御検討いた

だき、受講機会の確保に御配慮いただきますようお願いいたします。 

 

５．免許状更新講習の受講期間について 

旧免許状を所持する者は、改正法附則第２条第３項第１号及び改正省令附則第５

条において、生年月日や免許状の授与の日によって最初の修了確認期限が設定され

ていますが、これらの者が修了確認期限を延期した場合や、修了確認期限経過後に

教育職員になることを希望した場合などについては、上記の生年月日によって設定

された受講期間に関わらず、免許状更新講習を受講することが可能となる場合があ

ることに御留意いただき、これらの者から更新講習受講申込みがあった場合には、

受講資格を御確認の上、適切に御対応いただきますようお願いいたします。 

 

６．免許状更新講習と免許法認定講習の相互認定について 

「教員免許更新制度の改善について（報告）」（平成２６年３月１８日教員免許

更新制度の改善に係る検討会議報告）及び「これからの学校教育を担う教員の資質

能力の向上について ～学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて

～（答申）」（平成２７年１２月２１日中央教育審議会答申）において、免許状更

新講習と免許法認定講習等の相互認定の仕組み活用について、提言されています。 

このことを踏まえつつ、今後の免許状更新講習と免許法認定講習等の開設につい

ても、併せて御検討いただきますようお願いいたします。 

参考 

・「教員免許更新制度の改善に係る検討会議」の報告について 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/101/houkoku/1345306.htm 

・これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ～学び合い、高め合う

教員育成コミュニティの構築に向けて～ （答申）（中教審第 184 号） 



 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/002/houkoku/1360150.htm 

なお、別添６のとおり、各都道府県教育委員会等に対しても、同様の事務連絡を送

付しましたので、参考に御確認ください。 

今後とも教員免許更新制に対する御支援と御協力を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 
（本件連絡先） 

文部科学省初等中等教育局教職員課 

教員免許企画室 伊野、後藤、岩澤、伊藤 

TEL：03-5253-4111（内線 3572、3574） 

E-MAIL：menkyo@mext.go.jp 



 
（別紙） 

【通知の例（旧免許状所持者の第７・８グループの場合、又は、新免許状の有効期間

の満了の日が平成２９年３月３１日又は平成３０年３月３１日の場合）】 

 

免許状更新講習を受講・修了された皆様へ 

 

 

この度は、本学主催の平成２８年度○○大学免許状更新講習を受講いただき、あり

がとうございました。 

 

本学が実施した修了認定試験に合格されましたので、別添のとおり、免許状更新講

習（修了）（履修）証明書を送付します。 

 

なお、皆様の有する免許状が有効であり続けるためには、別途、免許管理者（現職

教員の方の場合はお勤めになっている学校の所在する都道府県教育委員会、現職教員

でない方はお住いのある都道府県教育委員会）による「更新講習修了確認（旧免許状

の場合）」又は「有効期間の更新（新免許状の場合）」という手続が必要になります。 

 

「更新講習修了確認」又は「有効期間の更新」を受けるためには、更新講習を受講

し終えた後、期限（※）までに免許管理者に対する申請が必要です。また、この申請

は、各自で行っていただく必要があります。 

期限までに必要な申請をしなかった場合、免許状更新講習を受講し終えていたとし

ても、有する免許状が失効してしまいます。 

 

「更新講習修了確認」又は「有効期間の更新」に係る申請方法や提出書類は各免許

管理者が定めております。皆様におかれましては、各免許管理者が定める申請方法等

を確認の上、必ず期限までに申請を行うよう、御注意ください。 

 

 

（※）申請期限 

＜旧免許状所持者＞ 

・修了確認期限が平成２９年３月３１日（第７グループ）の方 → 平成２９年１月３１日 

・修了確認期限が平成３０年３月３１日（第８グループ）の方 → 平成３０年１月３１日 

＜新免許状所持者＞ 

・有効期間の満了の日が平成２９年３月３１日の方 → 平成２９年１月３１日 

・有効期間の満了の日が平成３０年３月３１日の方 → 平成３０年１月３１日 

 

 （本件担当） 

○○大学○○課○○係 ○○、○○ 

受講者の中に新免許状所持者が

いる場合は、旧免許状所持者と同

様に御案内ください。 


